
「さくらＰＡＳＳ」は、ご家族の皆様でカードを利用できるよう、カードごとに付番されているカードNoと３桁の

セキュリティNoをさくら市区長会のホームページからカード情報を登録することで、スマートフォンなどの

電子機器によりカードを電子媒体として利用することができます。

電子回覧板を通じて、市からのお知らせや各行政区からのお知らせを発信していきます。新しい協力店の追加や各協力店の
サービス内容の変更については、随時更新されます。

ご
利
用
方
法

さくら市区長会

協力店や最新情報は
さくら市区長会ホームページを

チェック！
さくら市区長会
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
TEL.028-681-1111（月～金曜日（祝日・年末年始を除く）/8：30～17：15）

お問い合わせ

注意事項

生活・サービス 販売店

行政区（自治会）加入カード「さくらPASS」
◆さくら市内の行政区（自治会）に加入している1世帯に1枚発行
◆カードは世帯全員が使用可能（世帯員であれば、スマートフォンでの利用が可能）
◆協力店にて提示することで優待利用（割引や特典）
◆有効期限は3年間（令和8年1月1日～令和10年12月31日）
※紛失した場合は加入している行政区長にお問合せください。
※有効期限中に行政区（自治会）を脱会した世帯は使用ができなくなります。

●「さくらPASS」は協力店のご厚意により成り立っています。世帯外の方への貸出や、店舗のルールに沿わない利用を固く禁じます。
●利用方法は各施設や店舗などによって異なります。必要に応じご確認をしたうえでご利用ください。
●協力店と「さくらPASS」利用者との間で発生したトラブル等、さくら市区長会では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
●優待対応は店舗（施設）の事情により予告なく停止する場合がございます。利用する際は事前に対象施設に確認してからご利用ください。
●「さくらPASS」1枚につき一定数以上の携帯電話・スマートフォンでの登録があった場合は、カードの利用を停止する場合がございます。

令和8年令和8年令和8年1月1日1月1日1月1日～～～令和10年令和10年令和10年12月31日12月31日12月31日
さくら市区長会では、行政区（自治会）に加入し
ている皆様にご利用いただけるよう、協力店と
割引やサービス特典契約をしています。お食事
や施設の利用は「さくらPASS」を使ってうれしい
特典をぜひ！

さくら市区長会ホームページ

携帯電話、スマートフォンでの「さくらPASS」登録方法

令和8年(2026年)1月～3月号

第2期

さくらPASSを…

協力店で
提示！

施設を
 優待利用！

レジャー

さくら市区長会トップページの
「カードを表示」をクリックします。

「カードNo」と「セキュリティNo」を入力し、
ログインをクリックします。

「表示されたカードを対象の店舗や施設で提示すると、
割引やサービスを受けられます。

カードが
新しくなります！

第２期スタート！

新たに行政区（自治会）加入をお考えの方は、お住まいの地域の行政区長または
総務課行政係（028-681-1111）までお問合わせください。

協力店は
中面を
チェック！

飲食(グルメ)

カードNoを入力

セキュリティNoを入力

トップページの
「カードを表示」を

クリック

協力店で
カード画面を表示


